
１月２９日名古屋地本は２７年春のダイヤ改正提案に対する、修正要求の申１２号によ

る改善を求め業務委員会を開催した。

一部見直しがあったものの、職場からの多くの問題、

！要求には全く答える気がない会社の姿勢に抗議

私たちは睡眠時間・連続乗務時間・拘束時間の改

！善、旅客サービスへの向上を強く主張

１．共 通 項 目

１．出発点呼を簡素化して時間を短縮すること。

回答：その様な考えはない。

２．一日平均の労働時間は、７時間とすること。

回答：その様な考えはない。

３．一行路の拘束時間は、日勤行路９時間、泊行路２２時間以内とし、泊行路の明け

は１０時までとすること。

回答：その様な考えはない。

４．９時前の出勤行路は止めること。

回答：その様な考えはない。

５．食事時間は、朝は７時～９時、昼は１１時～１３時、夜は１７時～１９時の間で

１時間以上連続して確保すること。

回答：その様な考えはない。

６．睡眠時間は、実質６時間以上確保すること。

回答：その様な考えはない。

７．訓練の待ち時間は１時間以内とし超える部分は超勤とすること。

回答：その様な考えはない。

８．午後の訓練指定を止めること。

回答：その様な考えはない。

９．翌日の勤務が前泊となる場合は訓練指定をやめること。

回答：その様な考えはない。

．列車の折り返し時間は、１０分以上確保すること。10
回答：必要な時間を確保している。
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．分割・併合作業は、１０分以上確保すること。11
回答：必要な時間を確保している。

．到着から乗り継ぎの移動時間として順方向５分以上確保すること。13
回答：必要な時間を確保している。

．連続乗務は２時間以内とすること。14
回答：その様な考えはない。

．停止位置不良を無くす為に両数標の簡素化をすること。15
回答：その様な考えはない。

．線区、種別により両数の統一を図ること。16
回答：その様な考えはない。

．熱田駅ホームに乗務員休憩室を作ること。17
回答：ダイ改と関係なので答えない。

．駅での分割・併合作業をなくすこと。18
回答：その様な考えはない。

．日勤行路は各組に一本とすること。19
回答：その様な考えはない。

．ダイヤ改正資料に行路毎の労働時間、労働外時間の詳細を明示すること。20
回答：その様な考えはない。

．休憩時間の自由使用を保障すること。21
回答：その様な考えはない。

．飯田線、中央線の車両は寒冷地でも耐えうる車両とすること。22
回答：適時適切に対応している。

．快速「みえ号」を全て４両とすること。23
回答：お客様のご利用状況を踏まえ必要両数を決定している。

．各行路ごとの出勤時間・退出時間・労働時間の一覧表を全員に配布すること。24
回答：前回同様、配布する予定である。

．ダイヤ改正の提案に休日行路も提案すること。25
回答：その様な考えはない。

．ダイヤ改正提案に対する検討、要求提出期間を１０日以上確保すること。26
回答：必要な時間は確保している。

２．職 場 別 要 求

名古屋運輸区 運転士

１．Ｂ２５、Ｂ２６は夕食時間が少ないので修正すること。

回答：提案通りとする。

２．Ｂ３１Ｗ 出勤時間が早いので遅い時間に修正すること。

・３１６Ｇ～２３１１Ｇ名古屋労外時間、２３１１Ｇ併合補助～１３２４Ｍ亀山で

の労外時間が長すぎるので修正すること。



・３６０Ｍ～１３３５Ｍ名古屋での乗り継ぎ時間が７分と短いので修正すること。

・３５９Ｍ～３６０Ｍの桑名１往復を見直し修正すること。

回答：提案通りとする。

３．Ｂ３３Ｗ ３２４Ｇ～１３２０Ｍ入換担当 名古屋での労外時間が長すぎるので修

正すること。

回答：提案通りとする。

４．Ｂ４２Ｗ ３２５Ｇからワンマン列車の四日市、名古屋折り返し２往復連続となる

ので３２８Ｇ～３３３Ｇを見直し名古屋での時間を確保すること。

回答：提案通りとする。

５．Ｂ４４Ｗ １３１４Ｍ ２両編成は混雑が激しいので編成を増やすこと。

回答：その様な考えはない。

名古屋運輸区 車掌

１．特急列車の車掌の乗組基準を８両以上２人、１１両３人とすること。

回答：その様な考えはない。

２．Ｃ１０１Ｗ ２８５８Ｆ～３７６Ｆまでの乗務は１８時１４分～２３時４７分まで

の連続乗務になるため修正すること。

回答：提案通りとする。

３．Ｃ１０３Ｗ １２１Ｆを快速列車で、帰るように修正すること。

回答：提案通りとする。

４．Ｃ１２１Ｗ １５３Ｆ～３５８Ｆの夕食時間を確保すること。

回答：提案通りとする。

５．Ｃ１２３Ｗ ２８５７Ｆ～２８６８Ｆの夕食時間を確保すること。

回答：提案通りとする。

６．Ｃ１２５Ｗ １３２５Ｍ～３５８Ｍまでの乗務は１８時２２分～２３時１２分まで

連続乗務になるため修正すること。

回答：提案通りとする。

７．Ｃ１３１Ｗ ３１８Ｆ～３２５Ｆ大府４分折り返しを見直すこと。

回答：提案通りとする。

８．Ｃ１３５Ｗ ２１０８Ｆ～２１２７Ｆ豊橋４分折り返しを見直すこと。

回答：提案通りとする。

９．Ｃ１４１Ｗ １２７Ｍ～１３２Ｍ高蔵寺４分折り返しを見直すこと。

回答：提案通りとする。

．Ｃ１４６Ｗ ２１１０Ｆ～３５７Ｆ夕食時間を確保すること。10
回答：提案通りとする。

．Ｃ１５２Ｗ 昼食時間を確保すること。１３５Ｍ～６４４Ｍまで乗務は１１時５３11
分～１５時２８分まで連続乗務のため修正すること。

回答：提案通りとする。

．Ｃ１５４Ｗ 大垣駅～美濃赤坂駅６往復を見直すこと。12
回答：提案通りとする。



．Ｃ１５６Ｗ ２８５４Ｆ～２８６９Ｆ名古屋駅から武豊駅２往復を見直すこと。13
回答：提案通りとする。

．車掌の特急列車乗務できる班を一班増やし、サンライズ乗務行路をＡ１班以外にも14
乗務できるようにすること。

回答：その様な考えはない。

大垣運輸区 運転士

１．半年間も特急しらさぎ号の運転をしないことは安全上問題である。次のように組み

替えること。１組のＢ５７と２組のＢ６４を入れ替え、２組Ｂ６９と３組のＢ７６

を入れ替えること。

回答：提案通りとする。

２．以下の行路は拘束時間が２４時間を超えるので改善すること。

Ｂ５１Ｗ、Ｂ５４Ｗ、Ｂ５９Ｗ、Ｂ６６Ｗ、Ｂ６７Ｗ、Ｂ８１Ｗ、Ｂ８７Ｗ

回答：一部修正の方向で検討する。

３．以下の日勤行路は拘束時間１０時間を超えるので改善すること。

Ｂ５５Ｗ（１１時間６分）、Ｂ６５Ｗ（１０時間２９分）、

Ｂ８６Ｗ（１１時間３９分）

回答：提案通りとする。

４．Ｂ５９Ｗ 名古屋から３４９Ｆ岐阜、３５２Ｆ岡崎、３６１Ｆ岐阜、３６６Ｆ名古

屋と連続乗務時間が長いので体調を考え、３６１Ｆを名古屋までにして、段落ちに

すること。

回答：提案通りとする。

５ Ｂ６６Ｗ １２１Ｆ（１１時０９分）岐阜の乗り継ぎから１３０Ｆの豊橋（１４時.
１７分）まで連続乗務となり、昼食時間が取れない。１３０Ｆを名古屋までとする

こと。

回答：提案通りとする。

６．Ｂ９１Ｗ 豊橋から１５９Ｆ岐阜、１６６Ｆ豊橋と連続乗務時間が長いので体調を

考え段落ちにすること。

回答：提案通りとする。

大垣運輸区 車掌

班A
１．Ｃ１ ９時２０分と出勤時間が早い１０時以降にすること。夕食時間が無いので作

ること。２３６０Ｆ～１５Ｍ名古屋駅での出動時間が３０分しか無いので列車遅延

を考慮して修正すること。

回答：提案通りとする。

２．Ｃ２ ２９８４Ｆ～３Ｍ名古屋駅の折り返し時間８分しか無いので修正すること。

回答：提案通りとする。

３．Ｃ３ ２５３２Ｆ～２５４１Ｆ豊橋駅折り返し時間６分しかないので修正すること。

回答：提案通りとする。



４．Ｃ４ ７３４Ｆ～７３５Ｆの大垣駅の車両監視中は乗務員室着席を認めること。

大垣駅便回５０３Ｆ～関ヶ原２７０４Ｆ豊橋駅まで２時間４５分の連続乗務になる

ので修正すること。

回答：提案通りとする。

班B
５．Ｃ１１ ９時２０分と出勤時間が早い１０時以降にすること２１２Ｆから大垣駅２２

７Ｆ発車まで３９分しかないので、昼食時間確保のため一段落としに修正すること

回答：提案通りとする。

６．Ｃ１２ ８時０５分と出勤時間が早いので出勤遅延防止と在宅時間確保のため修正

すること。

３７２Ｆ岡崎到着から３１１Ｆ発車まで睡眠時間が少ないのでｱｹの岡崎駅乗務列車

を 初から３１５Ｆ乗務に修正すること。

回答：提案通りとする。

７．Ｃ１３ ９時３０分と出勤時間が早いので出勤遅延防止と在宅時間確保のため１０時

台に修正すること。大垣駅２５１４Ｆ～豊橋駅折り返し２５２３Ｆ折り返し時間６

分しかないので修正すること。

１１０１Ｆ岡崎駅１１００Ｆ乗り出し早いので岡崎睡眠時間が少ないので修正する

こと。

回答：提案通りとする。

８．Ｃ１４ ２４７Ｆから米原駅２４０Ｆ出場時間まで２４分しかないので一本落として

２４２Ｆに修正すること。

１０５Ｆ名古屋駅到着後２５０６Ｆ 出場時間まで３２分しかないので修正するこ

と。

回答：提案通りとする。

９．Ｃ１５ ２３７４Ｆから豊橋駅１０１Ｆ乗り出しまで睡眠時間が短いので修正する

こと。

豊橋駅乗りだし１０１Ｆから岐阜駅１１６Ｆ名古屋駅まで２時間５９分の連続乗務

になるので修正すること。

回答：提案通りとする。

．Ｃ１６ ３５１Ｆ名古屋駅乗り出しから岐阜駅３５４Ｆ岡崎駅３６３Ｆ名古屋駅まで10
３時間２１分間連続乗務になるので修正すること。

回答：提案通りとする。

班C
．Ｃ２１ ９時５０分出勤時間が早いので出勤遅延防止と在宅時間確保のため１０時11

台に修正すること。２５３０Ｆ名古屋駅乗り出しから豊橋駅２５３９Ｆ大垣駅まで

２時間３０分の連続乗務になるので修正すること。

大垣駅２３６２Ｆ乗りだしから豊橋駅２３５１Ｆ米原駅まで 時間４５分の連続乗3
務になるので代えること。米原駅２３０８Ｆ乗り出しから豊橋駅２３０５Ｆ大垣駅

まで４時間５分の連続乗務になるので修正すること。

。名古屋駅２５３０Ｆ豊橋駅２５３９Ｆ折り返し時間６分しかないので修正すること



大垣駅２３６２Ｆ豊橋駅２３５１Ｆ折り返し時間８分しかないので修正すること。

米原駅２３０８Ｆ豊橋駅２３０５Ｆ折り返し時間７分しかないので修正すること。

回答：提案通りとする。

．Ｃ２２ 豊橋駅乗りだし１４１Ｆから岐阜駅１５０Ｆ名古屋駅下車まで２時間５６12
分の連続乗務になるので修正すること。

１１２Ｆ大垣駅乗り出しから豊橋駅下車まで２時間３８分の連続乗務になるので修

正すること。

回答：提案通りとする。

．Ｃ２３ 名古屋駅乗りだし３４２Ｆ岡崎駅３５３Ｆ岐阜駅３５６Ｆ名古屋駅下車ま13
で３時間２５分の連続乗務になるので修正すること。

大垣駅２３０６Ｆ乗り出しから豊橋駅２５１１Ｆ大垣駅まで３時間１４分の連続乗

務になるので修正すること。

回答：提案通りとする。

．Ｃ２４ ９時５１分と出勤時間が早いので出勤遅延防止と在宅時間確保のため１０14
時台に修正すること。 豊橋駅２３３９Ｆから名古屋駅２５４７Ｆまでの出動時間が

２４分しかないので修正すること。

回答：一部修正の方向で検討する。

．Ｃ２５ 大垣駅から乗りだし２５２２Ｆ豊橋駅２５３１Ｆ大垣駅下車まで３時間０15
６分の連続乗務になるので修正すること。

大垣駅２３４６Ｆ乗り出しから豊橋駅２３４１Ｆ大垣駅まで３時間７分の連続乗務

になるので修正すること。

米原駅２３０４Ｆ乗り出しから豊橋駅下車まで２時間１０分の連続乗務になるので

修正すること。

米原駅２３０４Ｆから豊橋駅１１７Ｆ出動時間まで２７分しかないので修正するこ

と。

２５２２Ｆ豊橋駅２５３１Ｆ折り返し時間７分しかないので修正すること。

２３４６Ｆ豊橋駅２３４１Ｆ折り返し時間４分しかないので修正すること。

回答：提案通りとする。

．Ｃ２６ ９時０６分と出 時間が早いので出勤遅延防止と在宅時間確保のため１０勤16
時台に修正すること。

大垣駅１２０７Ｆ米原駅２００Ｆ折り返し時間２９分しかないので修正すること。

米原駅２００Ｆ大垣駅２１１Ｆ折り返し時間５分しかないので修正すること。

回答：提案通りとする。

班D
．Ｃ３１ ８時５２分と出勤時間が早いので出勤遅延防止と在宅時間確保のため１０17

時台に修正すること。

大垣駅２３５６Ｆ乗り出しから豊橋駅２１２９Ｆ大垣駅まで３時間１８分の連続乗

務になるので修正すること。

豊橋駅１０３Ｆ乗りだしから岐阜駅下車まで２時間２０分連続乗務になるので修正



すること。

大垣駅２３５６Ｆ乗り出しから豊橋駅２１２９Ｆ折り返し時間８分しかないので修

正すること。

回答：提案通りとする。

．Ｃ３２ 名古屋駅乗りだし３５６Ｆ岡崎駅到着後便２３４９Ｆ乗務まで１３分しか18
ないので異常時を考えて修正すること。

名古屋駅乗りだし３６５Ｆ岐阜駅１７２Ｆ豊橋駅下車まで２時間５１分の連続乗務

になるので修正すること。

豊橋駅乗りだし２５０３Ｆ大垣駅まで２時間３５分の連続乗務になるので修正する

こと。

回答：提案通りとする。

．Ｃ３３ 名古屋駅乗りだし２３５４Ｆ豊橋駅２３４７Ｆ米原駅下車まで３時間３９19
分の連続乗務になるので改善すること。

大垣駅乗りだし３０８Ｆ岡崎駅到着後便２３０５Ｆ乗務まで２９分しかないので修

正すること。

便２３０５Ｆから名古屋駅２５１２Ｆ出場時間まで３１分しかないので修正するこ

と。名古屋駅乗りだし２５１２Ｆ豊橋駅２５２１Ｆ大垣駅下車まで２時間３０分連

続乗務になるので修正すること。

２３５４Ｆ豊橋駅から２３４７Ｆ折り返し時間６分しかないので修正すること。

２５１２Ｆ豊橋駅から２５２１Ｆ折り返し時間７分しかないので修正すること。

回答：提案通りとする。

．Ｃ３４ 名古屋駅乗りだし２５３７Ｆ大垣駅折り返し時間９分しかないので修正す20
ること。

大垣駅乗りだし２１０６Ｆ名古屋駅下車２３５２Ｆ出場時間まで２４分しかないの

で修正すること。

名古屋駅乗りだし２３５２Ｆ豊橋駅到着後便２１２７Ｆ乗務まで１１分しかないの

で修正すること。

名古屋駅乗りだし３６４Ｆ岡崎駅３７１Ｆ岐阜駅下車まで２時間３５分の連続乗務

になるので修正すること。

２９８２Ｆ大垣駅乗務名古屋駅下車２１０７Ｆ出場時間まで２７分しかないので修

正すること。

回答：提案通りとする。

．Ｃ３５ 名古屋駅乗りだし便２５４５Ｆ岐阜駅１６０Ｆ出場時間まで３９分しかない21
ので修正すること。

回答：提案通りとする。

．Ｃ３６ 豊橋駅乗りだし１５１Ｆ名古屋駅下車１５５Ｆ出場時間まで３０分しかな22
いので代えること。

回答：提案通りとする。

．Ｃ３７ ８時５０分と出 時間が早いので出勤遅延防止と在宅時間確保のため１０勤23
時台に修正すること。



大垣駅乗務開始２５３４Ｆ豊橋駅２５４３Ｆ名古屋駅下車まで２時間３２分の連続

乗務になるので修正すること。

２５３４Ｆから豊橋駅２５４３Ｆ折り返し時間５分しかないので修正すること。

２５４３Ｆ名古屋駅下車３５５Ｆ出場時間まで２６分しかないので修正すること。

回答：提案通りとする。

美濃太田運輸区

１．Ｃ１５勤務終了からＣ１６出勤が早いので見直し修正すること。

回答：一部修正の方向で検討する。

２．連泊とならないように日勤行路の翌日の出勤時刻は午後からにすること。

回答：提案通りとする。

神領運輸区

１．訓練までの待ち時間が長い、あるいはアケの出勤時間が早いため健康上の問題があ

るため次の行路については訓練指定をやめること。

Ｂ６２、Ｂ６７、Ｂ６８、Ｂ７３、Ｂ７６、Ｂ８１、Ｂ８２、Ｂ８５、Ｂ８７

Ｂ９２、Ｂ９５、Ｂ９６、Ｂ９８

回答：提案通りとする。

２．Ｂ６３ 昼食時間がない確保すること。

回答：提案通りとする。

３．Ｂ６４ 拘束時間が長い。１７１Ｍもしくは１８６Ｍで、神領乗継とすること。

回答：提案通りとする。

４．Ｂ６８ ６４５Ｍ～２６１０Ｍ、１７５Ｍ～１９２Ｍ折り返し時間が少ないので修

正すること

回答：提案通りとする。

５．Ｂ７１ 拘束時間２４時間以上あるので修正すること。。

便１４２Ｍで名古屋着後に労外が多くあるが、神領で昼食をとるため便乗列車をも

う少し遅い列車に修正すること。

現Ｂ８１行路は１０２４Ｍ名古屋着後便乗で神領へ帰るが、今回、回７９１Ｍ乗務

になって睡眠時間が減少するため便乗に戻すこと。

回答：提案通りとする。

６．Ｂ７３ １８２５Ｍ分割補助は前日 終中津川で到着しているため、分割補助を１

８２５Ｍ運転士か１８２５Ｍ着車掌が担当すること。

回答：提案通りとする。

７．Ｂ７９ ７１０Ｍ着後看視がある。翌日１００１Ｍ乗務であり休養がとれない。

現行より＋５分になっている。看視は他の乗務員にすること。

１００１Ｍで中津川乗継か１００６Ｍ多治見乗継にすること。

回答：提案通りとする。

８．Ｂ８１ １９１Ｍ～回７７８Ｍ入区まで３時間の連続乗務である。健康上問題があ

る修正すること。



回答：提案通りとする。

９．Ｂ８３ 回７８７Ｍ～６５６Ｍ折り返し時間が少ない改善すること。

回答：提案通りとする。

．Ｂ８５ １０７Ｍ～１１２Ｍ、１２１Ｍ～１２４Ｍ折り返し時間が少ない修正する10
こと。

回答：提案通りとする。

．Ｂ９１ 名両区へ行って電話点呼？ 時間は余裕を持って設定すること。（近鉄踏11
切）

回答：必要な時間を確保している。

．Ｂ９３ 回７３７Ｍ～６１６Ｍ乗継まで３時間以上の連続乗務であり、健康上問題12
があるので修正すること。

回答：提案通りとする。

．Ｂ９６ ６１１Ｍ～６３０Ｍ乗継まで３時間以上の連続乗務であり、健康上問題が13
あるので修正すること。

回答：提案通りとする。

．Ｂ９８ ６４８Ｍ入換～２６１２Ｍ乗継まで３時間以上の連続乗務であり、健康上14
問題があるので修正すること。

６００Ｍで名古屋着後、中津川一往復は健康上問題がある。他と持ち替えること。

回答：提案通りとする。

中津川運輸区

１．塩尻駅での以下の列車の着発時間を３分以上とすること。

・Ｂ１３ １００２Ｍ １分３０秒

・Ｂ１５ １０１０Ｍ １分３０秒

回答：提案通りとする。

２．坂下駅・南木曽駅での以下のワンマン折り返し時間を１０分以上とすること

・Ｂ１１ １８５７Ｍ 南木曽駅折り返し １８５６Ｍ ６分３０秒

・Ｂ１８ １８６１Ｍ 坂下駅折り返し １８６０Ｍ ７分３０秒

回答：提案通りとする。

３．Ｂ１１行路について

・１８４０Ｍ 上松駅で車内清掃車内点検を行う理由を明らかにされたい。

・１８４０Ｍ 上松駅で車内清掃車内点検作業を行うことによって、従来１０２５Ｍ

から上松駅１８４１Ｍに乗り換え、木曽福島～塩尻駅間の各駅乗車が可能であった

が、それが不可能となり旅客へのサービス低下となる、見直すこと。

回答：業務上の必要性により、車内清掃、車内点検を行う。列車ダイヤについては提案の

通りとする。

４．Ｂ１６ 昼食・夕食を４５分以上とすること

・昼食時間 労外 １１：４９～１２：１３ （２４分）

・夕食時間 労外 １７：５７～１８：１８ （２１分）

※ＳＨ行路はさらに短い



回答：提案通りとする。

豊橋運輸区

１．Ｂ６５ ４４１Ｇ、４１４ＧをＢ６４の４２１Ｇ出区の前に修正すること。

回答：一部修正する方向で検討する。

２．Ｂ６５ ４１５Ｇ、４１８ＧをＢ６５の５２９Ｍの前に移動すること。

回答：一部修正する方向で検討する。

３．Ｂ５６ ５０７Ｍ、Ｂ６８ ５０５Ｍの東新町、茶臼山の停車時分は学生改札のた

め常に遅延が発生するので２分停車を確保すること。

回答：提案通りとする。

伊那松島運輸区

１．ワンマン列車の車掌便乗は改札扱いとすること。

回答：その様な考えはない。

２．Ｂ６５ 朝食時間が無いので確保すること。

回答：提案通りとする。

３．Ｂ６７ １４３２Ｍ列車は、辰野～駒ヶ根駅間を車掌乗務とすること。

回答：提案通りとする。

４．各駅間の運転時間は決められた運転時分とすること。

回答：提案通りとする。

５．次の行路は明け時間を１３時までとすること。

Ｂ５３、Ｂ６１、Ｂ６２、Ｂ６３、Ｂ６５

回答：提案通りとする。

６．３７３系は飯田以北の気候的に不適格でる、運用を止めること。

回答：その様な考えはない。

７．Ｂ６５ 次の様に修正すること。

天竜 飯田 駒ヶ根 伊那松 辰野
２１９Ｍ

２１４Ｍ
回１５８２Ｍ

５６２Ｍ
５３１Ｍ

２３４Ｍ
１５００Ｍ

１５０７Ｍ
２１９Ｍ

回答：提案通りとする。

亀山運輸区

１．次の行路は睡眠時間が少ないので修正すること。

Ｂ２１、Ｂ２４、Ｂ２８、Ｂ３１、Ｂ４３、Ｂ４４



回答：提案通りとする。

２．次の行路は朝食時間が無い、又は少ないので修正すること。

Ｂ２７、Ｂ２８、Ｂ３１、Ｂ３４、Ｂ４１、Ｂ４３、Ｂ４４，Ｂ４５

回答：提案通りとする。

３．次の行路は昼食時間が少ないので修正すること。

Ｂ３２

回答：提案通りとする。

４．次の行路は夕食時間がは無い、又は少ないの修正すること。

Ｂ２５、Ｂ２７、Ｂ３４、Ｂ４２、Ｂ４３、

回答：提案通りとする。

５．次の行路は出勤が早いので修正すること。

Ｂ３２

回答：提案通りとする。

６．次の行路は明けが遅いので修正すること。

Ｂ３４、Ｂ４３

回答：提案通りとする。

７．次の行路は拘束時間が長いので修正すること。

Ｂ３２、Ｂ４２

回答：提案通りとする。

８．Ｂ２１ 回７５０Ｍ前分割入換担当～１３３３Ｍ入換まで連続乗務（１９：４７～

０：２８）なので修正すること。

２３１５Ｍ～１３２０Ｍ 折り返し時間が僅少なので修正すること。

回答：提案通りとする。

９．Ｂ２２ ３３１Ｇ～３３４Ｇ 折り返し時間が僅少なので修正すること。

回答：提案通りとする。

．Ｂ２３ ３４０Ｇ入換担当～２３６１Ｍまで連続乗務（１７：２６～２３：５２）10
なので修正すること。

３４８Ｍ～３５１Ｍ １３０６Ｍ～３０１Ｍ～３０６Ｍ 折り返し時間が僅少なので、

修正すること。

回答：提案通りとする。

．Ｂ２４ ３２３Ｇ～３２６Ｇ、３３８Ｇ～１３１９Ｍ、１３００Ｍ～１３０５Ｍ11
折り返し時間が僅少のため修正すること。

回答：提案通りとする。

．Ｂ２５ ３３４Ｇ入換担当～１３２７Ｍまで連続乗務（１６：２６～１９：５３）12
なので修正すること。

３２７Ｇ～３３０Ｇ 折り返し時間が僅少なので修正すること。

回答：提案通りとする。

．Ｂ２６ ３４３Ｍ～３４６Ｍ～１３３１Ｍ ３１１Ｇ～３１４Ｇ 折り返し時間が13 、

僅少なので修正すること。

回答：提案通りとする。



．Ｂ３１ 便回３９１Ｍ～１３１３Ｍ入換まで連続乗務（６：４３～１０：０５）14
なので修正すること。

３０４Ｍ～１３１３Ｍ 折り返し時間が僅少なので修正すること。

回答：提案通りとする。

．Ｂ３２ ３２９Ｇ～３３２Ｇ 折り返し時間が僅少なので修正すること。15
回答：提案通りとする。

．Ｂ４４ ９０４Ｄ～９０３Ｄ 折り返し時間が僅少なので修正すること。16
回答：提案通りとする。

伊勢運輸区

１．多気～新宮の通し乗務を止め全ての列車は紀伊長島駅で乗り継ぎとすること。

回答：提案通りとする。

２．次の行路は昼食時間を確保すること。

Ｂ２６、Ｂ４１、Ｂ４３、Ｂ５１

回答：提案通りとする。

３．次の行路は夕食時間を確保すること。

Ｂ２１、Ｂ２７、Ｂ３３、Ｂ４３、Ｂ４１、Ｂ４３、Ｂ４４、Ｂ５１

回答：一部修正する方向で検討する。

４．次の行路は終了時間が遅い改善すること。

Ｂ２３、Ｂ３２、Ｂ５３、Ｂ５５

回答：提案通りとする。

５．次の行路は睡眠時間が短い改善すること。

Ｂ３２、Ｂ３５、Ｂ５５

回答：提案通りとする。

６．名松線の車両はトイレ付き１１形３００代とすること。

回答：その様な考えはない。

７．Ｂ５３、Ｂ５６紀伊長島泊の明けは関西線ではなく多気から参宮線乗務とするこ

と。

回答：提案通りとする。

８．Ｂ５５ ３２２Ｄ乗務後は紀勢線下り列車ではなく上り列車乗務とすること。

回答：提案通りとする。

９．Ｂ３３ ３２５Ｄ多気駅入換作業は他の行路に変更すること。

回答：提案通りとする。

．Ｂ３４ ２９０３Ｄ後分割入区担当は他の行路に変更すること。10
回答：提案通りとする。

．Ｂ３５ ３００４Ｄ本務ではなく便乗とすること。11
回答：提案通りとする。



【会社との主な議論】

組合：会社のダイ改提案から検討する時間もなく苦労して職場からの改善を求めて要求を

出した。一部見直しがあったが、多くの問題、改善要求は従来と変わらない、提案

通りとする。その様な考えはない。ばかりであり職場からの要求、組合要求に対す

る軽視である。まずこの様な内容の回答に抗議する。

連続乗務時間の改善が多くの職場から出されているが改善されていない。会社は４

時間近い連続乗務の時間についてどの様に考えているのか。

会社：連続乗務時間については現行の時間でお願いしたい。

組合：生理現象の問題もあるので配慮すること。大垣運輸区の一部修正の内容は。

会社：Ｂ６７行路１１０Ｆから２７０３ＦをＢ５６行路１０４Ｆから２５１１Ｆと入れ換

えた。終了が３０分位早くなる。

組合：大垣運輸区車掌１４項目のＣ２４行路の修正内容は。

会社：Ｃ２４行路２１９Ｆから２１６Ｆ米原往復をＣ３行路２２３Ｆから２２０Ｆ米原往

復に修正し出勤時間を遅くした。

組合：美濃太田運輸区車掌１項目のＣ１５、Ｃ１６の修正内容は。

会社：Ｃ１５行路６５２Ｄから６５３ＤをＣ２行路の７５０Ｄから７３９Ｄに持ち替え

る。

組合：豊橋の修正内容は。

会社：Ｂ６４の４２９Ｇ，４３２Ｇ、４３３Ｇ、４３６Ｇの部分をＢ６５の５２９Ｍ、５

４２Ｍに持ち替えた。

Ｂ６５は４１１Ｇからの始まりに変え、４１８Ｇ後にＢ６８の５２３Ｇ、５４０Ｇ

を入れ終わりを５１４Ｍにした。

Ｂ６８はＢ６４の４２９Ｇから４３６Ｇを始まりに入れ換えた。

組合：伊那松島運輸区７項目のＢ６５は具体案で改善を要求したが、なぜ出来ないのか。

会社：労働時間がオーバーするため無理である。

組合：伊勢運輸区３項目の一部修正はどの行路なのか。

会社：Ｂ４４行路の便９４２Ｄを便２９０９Ｄにする。

組合：共通の２３項目「快速みえ」全て４両とすることについて、お客様のご利用状況を

踏まえ必要両数を決定していると回答されたが日々、お客様には混雑して迷惑をか

けている。

会社：実際の輸送力、乗車率を見ている。名古屋場面では混雑しているが多くは桑名で降

車され、混雑していない。

組合：会社が言うのは夕方であり日中の状況を見ていない。下り列車だけではない。上り

列車で多気、松阪あたりから立たなければならない。近鉄と競合している区間で集

客をするにはサービス向上をすべきである。

会社：もともと快速みえは２両であったのを式年遷宮に伴いお客様が増えることで全て４

。 。両とした 遷宮が終わりお客様は減少傾向であるが以前より４両編成は増えている

組合：お客様には曜日によって両数が変わり不便をかけている。全列車の４両化は必要で

ある。

会社：必要に応じて対応している。



組合：今年の正月も２両であった。

会社：これまでのご利用状況を踏まえている。

組合：昨年、三重支店でのダイヤ改正に対する要求の業務委員会では、会社は２両にする

ことを明らかにしなかった。１２月から２両化に伴い作業変更・車両キロも変わっ

た。組合に提示しなかったことは遺憾である。

会社：三重支店時の話しはここでは説明できない。

組合：次回ダイヤ改正においても隠していることがあるのか。

会社：そのようなことはない。

組合：一部修正があったが職場からの要求にはまだまだ不十分である。ダイ改以降に再度

改善の要求を上げる。

以 上


